
平成３１年度予算編成方針 
総 論 

 国が平成３０年６月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」

では、「アベノミクスの推進により、日本経済は大きく改善しており、成長から分

配への経済の好循環は着実に回りつつある。景気回復が長期にわたり続いているこ

とにより、日本経済は、デフレ脱却への道筋を確実に進んでいる。」と述べている。 

また、内閣府による平成３０年１０月の「月例経済報告」によると「景気は、緩

やかに回復している。」とされており、先行きについては、「雇用・所得環境の改善

が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうことが期待される。

ただし、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、海外経済の不確実性、金融資

本市場の変動の影響に留意する必要がある。また、相次いでいる自然災害の経済に

与える影響に十分留意する必要がある。」とされている。 

平成３１年度予算における国の概算要求にあたっては、基本方針２０１８で示さ

れた「新経済・財政再生計画」の枠組みの下、歳出全般にわたり、従前の歳出改革

の取組を強化するとともに、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつ

つ、予算の中身を大胆に重点化することを基本的な方針としている。 

 地方財政に関しては、総務省の概算要求において、地方の安定的な財政運営に必

要となる地方の一般財源総額について、平成３０年度地方財政計画の水準を下回ら

ないよう実質的に同水準を確保するとしているものの、概算要求における出口ベー

スでの地方交付税額は引き続き減少となっている。 

また、歳出面では、少子高齢化等の進展に伴う社会福祉関係経費の増加に加え、

国の経済対策による公共事業等に伴い発行した公債費等の義務的経費が大きな負

担となるなど、地方の財政運営は厳しさを増しており、財政健全化に向けた改革に

取り組むことが重要である。 

 本市においては、これまでの行財政改革の取組により、各種財政指標においては、

ある程度健全な状態を維持しているが、新庁舎建設等の大型ハード整備事業が続い

たことから、ここ数年市債残高は増加する一方、平成２９年度末において、基金残

高は減少した。  

歳入一般財源に関しては、徴収率の向上や適正賦課等による市税の増加等による

増加要因がある一方、歳入総額の約３分の１、経常一般財源の約３分の２を占める

普通交付税が、ピーク時（平成２５年度）の約８９億円に対し平成３０年度は 

約７６億円と大幅に減少し、今後も合併算定替の段階的縮減による減少が見込まれ

ている。 

かかる状況下、財政の弾力性を示す経常収支比率は、歳出増の影響もあり、対前

年度比１．８ポイント上昇し９４．８％となるなど３年連続で上昇し、財政の硬直
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化が進んでいる。 

今後の財政運営においては、景気の先行きが不透明な中、地方交付税の減少を補

うほどの税収増は期待できないことから歳入一般財源の減少は避け難く、高齢化の

進行に伴う社会保障関係経費等、義務的経費の増大が見込まれるなど、非常に厳し

い状況になると予測される。 

このような中、平成３１年度の当初予算編成にあたっては、行財政の効率化と基

盤強化を追求し、歳入に見合う財政構造への転換に向け、健全な財政運営の徹底に

努め、創意と工夫をもってあらゆる方策を探り、最少の経費で最大の効果を挙げら

れるよう、次の基本方針により取り組むものとする。 

基本方針 

本市一般会計において、歳入一般財源の約６０％を占める地方交付税については、

総務省の平成３１年度概算要求額における出口ベースで前年度比△０．５％となっ

ていることに加え、本市においては、普通交付税の合併算定替による加算が段階的

に縮減する過程にあり、普通交付税の大幅な減少が見込まれる。 

これにより、平成３１年度の歳入一般財源総額は、前年度比で△３億８千万円 

（△２．４％）となることを見込んでおり、厳しい予算編成になることが予想され

る。 

よって平成３１年度の予算編成にあたっては、厳しい財政状況を職員一人一人が

十分認識し、限られた財源の中で市民ニーズに即した選択と集中による効率的・効

果的な事業を推進し、本市のまちづくりの指針である「第２次小林市総合計画」の

将来都市像「みんなでてなむ 笑顔あふれる じょじょんよかとこ 小林市」の実

現を目指すことを基調とする。 

また、社会情勢の変化や制度改正に伴い行政需要も変化し、一般財源や行政職員、

いわゆる「行政資源」が漸減する中、「既存事業を全て同一規模で継続」しながら

「変化を続ける多様な行政需要に行政資源を追加投入して対応」することは不可能

である。 

したがって、要求にあたっては、所要財源の積極的な確保を図るとともに以下に

留意の上、限られた行政資源の最適活用による事業効果の最大化を図るものとする。 

１．通年予算の編成 

当初予算は年間を通じて予測される全ての財源と、年度内に必要とされる全て

の事業費を要求すること。原則として、制度改正に伴うもの、災害復旧に係るも

の及びその他緊急を要するもの以外は、年度途中における予算の補正は行わない。 

なお、要求額の積算にあたっては、社会情勢の変化や制度改正、過去の決算状

況等を勘案し、真に必要な額を精査すること。過大な要求は他部署及び総体予算

の圧迫要因となることに加え、減額補正を含めた実質的な不用額の増大にも繋が

るものであり、財政運営上大きな支障となることから、厳に慎むこと。 
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２．第２次小林市総合計画（前期基本計画）に沿った自律的な予算編成 

第２次小林市総合計画（前期基本計画）に掲げる将来都市像「みんなでてなむ 

笑顔あふれる じょじょんよかとこ 小林市」の実現を目指し、限られた財源の

中で最大の効果を得られるよう、平成３１年度基本施策別重点方針（別紙）、行

政評価結果等を反映した自律的な予算編成を行うものとし、基本施策ごとの枠配

分を行う。 

具体的には、基本施策ごとに原則として平成３０年度予算（６月補正後）にお

ける一般財源の額の８５％以内とする。 

ただし、次項「平成３１年度重点領域」７方針を含む基本施策においては、 

原則として平成３０年度予算（６月補正後）における一般財源の額の９５％以内

とする。 

なお、人件費、公債費、他会計への繰出金、一部事務組合への負担金等につい

ては、枠配分を行わないものとする。 

また、平成２９年度行政評価結果や社会情勢の変化、基本施策の優先度、重点

度等を勘案の上予算を要求するものとし、各基本施策の主管課長が枠配分内の予

算要求となるよう調整を図ること。 

 

３．平成３１年度重点領域 

  平成３１年度における本市重点領域は次のとおりとし、重点的に予算配分を行

うものとする。各基本施策の主管課及び関連課等において十分に検討の上、積極

的に予算要求すること。 

 （１） 農家所得の向上【１ にぎわい （１） 農林水産業を振興します】  

 （２） 観光ＤＭＯによる観光振興の促進【１ にぎわい （４） 観光産業 

の育成・支援に取り組みます】  

 （３） 健康づくりの推進【２ いきいき （３） 健康づくりを支援します】  

 （４） 市立病院の地域医療支援病院としての機能充実【２ いきいき （５） 

地域医療の体制の確保に取り組みます】  

 （５） 新しい時代に対応した教育環境の整備と充実【３ まなび （１） 学

校教育を充実します】  

（６） 地域における災害対応力の強化【４ くらし （１） 防災力・災害 

対応力を高めます】 

 （７） 地域情報化の推進【５ 計画の実現に向けて （４） 情報化を推進 

します】 

 

４．実施計画に基づく予算要求 

  各事業については、平成３１年度実施計画（平成３１年度から平成３３年度ま

での３か年）を作成の上、予算要求すること。 

  なお、新財務会計システムへの移行中に付き、実施計画として必要な項目を「予

算要求書」に記載すること。 
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５．行財政改革の推進 

  前述のとおり、厳しい予算編成となることが予想されることから、限られた行

政資源の最適活用による事業効果の最大化を図るために、少しのムダも省き、創

意と工夫をもって予算編成にあたること。 

 

６．にしもろ定住自立圏共生ビジョンに係る事業 

  「第２次にしもろ定住自立圏共生ビジョン」に掲載する事業（えびの市、高原

町と確認が取れている事業）のうち、予算を伴う事業について、漏れがないよう

予算計上すること。 

  また、定住自立圏共生ビジョンに係る事業のうち新規事業となるものについて

は、新規事業事前評価の対象とはせず、各市町首長で構成する協議会での事業承

認をもって、事前評価で承認されたものとして取り扱うこととする。 

 

７．新規事業に対する財源確保 

  新規事業については、社会情勢の変化等により新たに必要となった市民サービ

スへの対応等であることに鑑み、目的、成果、費用対効果及び後年度負担などを

検討することはもちろんのこと、併せて既存事業の見直し（縮小・廃止）や補助

事業等特定財源の活用も十分検討し、財源確保に努めること。 

  また、新規事業構築の際は、適切な見直しがされないまま永続的な事業となら

ないよう終期又は抜本的な見直し周期を明確にし、適切なＰＤＣＡサイクルの下

で管理されるよう計画すること。 

  なお、要求にあたっては、新規事業事前評価（一次評価）を実施すること。 

 

８．投資的経費 

  投資的経費については、厳しい財政状況の中で、事業の必要性、緊急性、投資

効果等を考慮し、市民の行政需要の優先度を各部局において判断した上で要求す

ること。また、計画にあたっては、維持管理経費等の後年度負担に配慮すること。 

 

９．未利用財産について 

  未利用財産については、売却・活用など、整理方法を早急に検討すること。 

 

10．消費税率引上げへの対応 

  ２０１９年１０月１日から消費税率（国・地方）が８％から１０％に引き上げ

となる予定であり、歳入歳出両面にわたって遺漏のないよう対応すること。 
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歳入に関する事項 

 歳入の見積りにあたっては、社会経済情勢の動向、過去の実績等を精査分析し、

地方財政に関する国・県の制度改正の動向等の情報収集に努めること。また、正確

にその財源を捕捉し、過大、過小とならないよう留意すること。 

 

１．市税 

  歳入に占める市税の重要性を認識し、個人所得の状況、企業実績、制度改正等

の動向を勘案し、的確な収入見込み額を計上すること。また、税負担の公平を期

すため課税客体の捕捉漏れを防ぐとともに、滞納整理の早期着手、計画的な取り

組みなど収納率の向上に最大限の努力を払うこと。 

 

２．使用料及び手数料 

  住民負担の公平性及び受益者負担の原則にたち、物価の変動や人件費を含む必

要経費の状況等を十分に検討の上見直しを行い、年間収入見込み額を計上するこ

と。また、各施設利用における減免規定の適用についても、妥当性等を考慮し、

見直しに向けた検討を行うものとする。 

 

３．国・県支出金 

  国・県支出金については、国・県の動向を十分に見極めながら、積極的な確保

に努めること。ただし、補助事業に係る義務負担に要する一般財源及び人的資源

（事業を担当する職員数）にも限りがあることに鑑み、補助事業ということで安

易に対応することなく、必要性・事業効果等について十分に検討すること。 

 

４．分担金及び負担金 

  事業の性格、規模等から適正な負担を求め、法令・条例等に基づき、また他自

治体の状況等を十分に検討した上で、確実な収入見込額を要求すること。 

  

５．市債 

  地方交付税算入措置のある有利な地方債の活用を原則とし、市債残高の縮減と

公債費負担の適正化を図るため、当該年度償還元金とのバランスを意識した市債

発行とし、公共施設等適正管理推進事業債、合併推進債及び過疎債についても、

その有効な活用方法について検討すること。 
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歳出に関する事項 

歳入の増が見込めない状況を深く認識し、歳出予算の計上にあたっては、限られ

た予算の中で実施すべき事業の優先度を精査し、優先度の低いものはスクラップす

ることを基本とする。 

 その上で、既存事務事業の統合や縮小を検討し、真に必要なものを要求すること。 

 

１．扶助費 

  類似団体と比較すると、本市の扶助費の決算額及び経常収支比率に占める割合

は、平均値を大きく上回っており、市の財政を圧迫する原因となっている。従っ

て、法令で義務付けられているもの以外については、市が担うべきサービスの範

囲や水準が適正なものであるか検証を行い、必要な見直しを行うこと。 

また、国の制度改正の動向に十分留意するとともに、決算や支出状況を踏まえ、

適正な見積りを行うこと。 

   

２．負担金 

  会費的な負担金は、加入している協議会等の効果について再度見直しを行い、

類似団体への加入や行政効果の低下したものについては、加入を取りやめること。 

 

３．物件費 

  事務事業の抜本的見直し及び創意工夫を行うことで、効率的な運用を心がけ、

全般的な節約に努めるものとする。 

 特に委託料については、近年の物件費増高における最大要因であることから、

委託内容や回数等について検討を行い、職員で対応可能かどうかの見直しを行う

とともに、業者の提示する見積書を徹底的に精査し、委託料の見直しについて交

渉するなどで節減に努めること。 

 

４．市単独事業費 

  事業の必要性、緊急性、補助事業費との関連等について十分検討し、真に市民

生活の質の向上と地域の活性化に資するものを優先すること。 

 

５．補助事業費 

  国・県の予算編成の動向に留意するとともに、投資効果を十分考慮の上で、長

期的観点から効果的に投資が行われるよう綿密な事業計画を立てて要求するも

のとする。また、近年においては、国・県の予算額の都合上、予算上の補助率を

下回る配分しか受けられない事例も見られることから、負担額及び補助率が明確

でないものについては、特に慎重な対応を行うこととする。 

 

６．補助金等 

  市の厳しい財政状況を踏まえ、市単独補助金については目的、効果等について
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可能な限り客観的な分析を加え、既存補助金の廃止を含め徹底した整理合理化を

行うものとする。なお、新規補助金については、終期又は抜本的見直し周期を設

定し、既存の補助金の廃止又は縮減により財源を捻出することを原則とする。ま

た、既存補助金について、創設から３年以上経過したものは、現下の社会状況下

における必要性をゼロベースで見直し、真に必要なもののみを計上すること。 

  国・県支出金等の財源のある補助金についても、同様の取り扱いとする。 

 

７．貸付金 

  貸付の目的、効果、資金需要等を考慮し、その対象、方法及び条件について検

討を加え、真にやむを得ないものに限定するとともに、貸付規模については、過

去の実績にこだわることなく最小限にとどめるものとする。 

特に、無利子及び低利なものについては、大変厳しい財政事情であることから、

状況を精査した上で貸付利率の見直しに向けた検討を行うものとする。 

 

８．特別会計及び公営企業会計等に関する事項 

  特別会計についても、要求は一般会計に準じることとし、使用料・保険料など

の市民負担の適正化を念頭に財源の確保を図るとともに、将来にわたる的確な収

支見通しに基づく経費の節減・合理化に努め、一般会計からの繰入金を圧縮する

よう最大限の努力を払うこと。 
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別 紙

NO. 重点領域

1 1 にぎわい (1) 農林水産業を振興します 3 農家所得の向上 〇

2 1 にぎわい (2) 畜産業を振興します 1 肉用牛の振興

3 1 にぎわい (3) 商工業を振興します 2 雇用機会創出の推進

4 1 にぎわい (4)
観光産業の育成・支援に
取り組みます

1
観光ＤＭＯによる観光振興の
促進

〇

5 1 にぎわい (5)
小林市のブランド力を高
める取組を推進します

1
小林市のブランド力向上の推
進

6 1 にぎわい (6) 移住・定住を促進します 2 移住・定住の受入体制の充実

7 2 いきいき (1)
市民福祉の充実を図りま
す

1
地域福祉の担い手及び地域福
祉活動団体の育成

8 2 いきいき (2) 高齢者を支援します 3 介護予防の普及・支援の推進

9 2 いきいき (3) 健康づくりを支援します 1 健康づくりの推進 〇

10 2 いきいき (4) 子育てを支援します 1
地域における子育て支援サー
ビスの充実及び幼児期の医
療、教育・保育の量的確保

11 2 いきいき (5)
地域医療の体制の確保に
取り組みます

4
市立病院の地域医療支援病院
としての機能充実

〇

12 3 まなび (1) 学校教育を充実します 6
新しい時代に対応した教育環
境の整備と充実

〇

13 3 まなび (2)
生涯学習を推進し、文
化・芸術を振興します

7 社会教育施設の整備と充実

14 3 まなび (3)
スポーツ・体づくりを推
進します

1 生涯スポーツの推進

15 4 くらし (1)
防災力・災害対応力を高
めます

1
地域における災害対応力の強
化

〇

16 4 くらし (2)
安心・安全で安定した給
水を確保します

4 施設の効率的な維持管理

17 4 くらし (3)
良好な住環境の整備を推
進します

1
快適に生活できる住まい・住
環境づくりの推進

18 4 くらし (4) 生活基盤を整備します 1 生活道路網の整備

19 4 くらし (5) 環境を保全します 5 生活排水処理対策の推進

20 4 くらし (6)
地域生活交通の充実を図
ります

2 地域公共交通網の構築

21 4 くらし (7)
市民の人権意識を高めま
す

1 人権教育及び啓発活動の推進

22 5 計画の実現に向けて (1)
効率的かつ効果的な行政
経営を行います

1
「第２次小林市総合計画」を
中心とした効率的かつ効果的
な行政経営の推進

23 5 計画の実現に向けて (2)
健全な財政運営を推進し
ます

1 健全な財政運営の推進

24 5 計画の実現に向けて (3)
市民参画による協働のま
ちづくりを推進します

1 市民協働のまちづくりの推進

25 5 計画の実現に向けて (4) 情報化を推進します 2 地域情報化の推進 〇

26 5 計画の実現に向けて (5) 国際化を推進します 3 市内在住外国人への支援
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